
様式３　受入可能施設　→　県社協（専用アドレス：kirari-kagayaku@yg-you-i-net.or.jp）

施設の
従業員数

備　　考

学生には事前に児童養護施設について学習をし、ある程度理解をしてい
ただいた上で来てもらい、目的を持って取り組んでもらいたいと思って
います。

高校生対象外

受入可能期間
7月22日～9月22日の

期間内で定めて下さい
9　月　1　日　～　9　月　22　日

法人名

施設名

共楽園

共楽養育園

　直接処遇職員　33　名　
施設種別

該当する番号に○
をつけてください

受入不可日

受入可能日数 3日　以上　　　　10日　以内

上記期間内で、受入不可能な期間があれば記入してください。

　月　　　　　日　　　～　　　　月　　　　　日

　月　　　　　日　　　～　　　　月　　　　　日

１　高齢者福祉施設
２　障害者・障害児福祉施設
３　児童養護施設
４　その他（　　　　　　　　　）

主な体験内容や
施設のPRなど

入所児童の生活支援や学習支援など。
小規模化に伴い、可能な限りGHでの体験も入れていきたいと考えてい
る。また、専門職からも講義も可能であれば実施していく。

受入可能時間

福祉のしごとインターンシップ　受入概要

平日：13時00分　～　21時00分
休日： 9時00分　～　17時00分

1～2　人　まで
受入可能人数
(同一期間内）

　月　　　　　日　　　～　　　　月　　　　　日

施設住所 周南市久米1347

※受入にあたっての制限や要望


